
事 務 連 絡  

  令和７年（2025年）５月 14日  

 

短期入所事業所 管理者 様 

 

横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課  

 

   重症心身障害児者等短期入所事業処遇費扶助事業について（通知） 

 

 日頃より本市の障害福祉行政の推進にご協力いただき、感謝申し上げます。 

 令和７年度から市内の短期入所事業所（ただし、医療型短期入所事業所を除く）にお

いて、重症心身障害児者の方、医療的ケアが必要な方、重度の知的障害及び重度の肢体

不自由が重複している方を受け入れ、看護職員等が支援を行った場合、国の報酬単価に

上乗せして、１日につき 9,900円の市独自の補助制度を新たに始めます。 

なお、詳細については、別添の資料及び要綱をご確認頂きますよう、お願いいたしま

す。また、請求方法については、原則、かながわシステムによる対応となります。ご不

明な点がございましたら、担当までご連絡ください。 

 

 

 

 

【事務担当】 

障害福祉課 給付係  

電話 046-822-9488 


